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非国家主体研究から見た紛争解決学と安全保障学の接点

長 谷 川　　晋

要　旨
　本稿は、非国家主体研究の系譜と現状に焦点を当てることで、紛争解決学と安全保障学の相互
補完的な関係の可能性を模索することを目的としている。イラクやアフガニスタンなどで懸案と
なっている国家建設を支援する存在としても、またそれを妨げ秩序を攪乱する存在としても、非
国家主体はその存在感を高めている。マクロな視点から国際秩序の維持に関心を持つ安全保障学
では、9.11テロ事件で国際秩序を攪乱し得るほどの力を持つ国際テロ組織が現れたことで、非国
家主体を相手とする対テロ戦争が主要な研究テーマとなった。他方、ミクロな視点から現地住民
のニーズに焦点を当て、秩序攪乱者を生み出す土壌の変化を促すことを目的とし、隔離・排除・
制圧の対象としてだけではなく、包摂し得る対象としても非国家主体に目を向けてきた。こうし
た異なる視点から同じ非国家主体を見てきた二つの研究の間で、双方の知見を補完的に活用する
方法を模索する。

キーワード： 非国家主体、紛争解決、安全保障、対テロ戦争、国家建設

はじめに

　本稿は、近年注目を集めている非国家主体（non-state actors）の研究の系譜と現状に焦点

を当てることで、安全保障学と紛争解決学の相互補完的な関係の可能性を模索することを試

みるものである。本稿における非国家主体の定義は後に説明するが、具体的には市民社会組

織（NGO、地域コミュニティなど）、企業、反政府武装勢力、犯罪組織（テロ、麻薬・武器密

売、海賊など）が含まれる。近年この非国家主体が大きな関心を集めている主たる理由の一つ

は、イラクやアフガニスタンなど紛争後の国家再建が懸案となっている国において、その国家

再建を支援する存在としても、またそれを妨げ秩序を攪乱する存在としても、その存在感を高

めている事実である。マクロな視点から国際秩序の維持に関心を持つ安全保障学では、9.11同

時多発テロ事件で国際秩序を攪乱し得るほどの力を持つ国際テロ組織が現れたことで、武装非

国家主体（violent non-state actors）を相手とする非対称な戦争（対テロ戦争）が主要な研究

テーマとなった。それまでは国内の法執行機関によって対処できる（またはすべき）と考えら

れてきた秩序攪乱者としての武装非国家主体が、国際安全保障に関わる主要な問題として浮上
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した。他方、ミクロな視点から現地住民のニーズに焦点を当て、秩序攪乱者を生み出す土壌の

変化を促すことを目的としている紛争解決学においても、その目的を妨害し得る存在としての

武装非国家主体に関心が向けられてきた。ただし、紛争解決学においては、隔離・排除・制圧

の対象としてだけではなく、例えばアフガニスタンにおけるタリバン穏健派のように、包摂し

て共に紛争の根本要因の除去を目指し得る（あるいはそうせざるを得ない）対象としても武装

非国家主体に目を向けてきた。こうした異なる観点から同じ非国家主体を見てきた二つの研究

の特徴を明らかにすることを通して、双方の知見を補完的なものとして見る視点を提供するこ

とが本稿の目的である。さらに非国家主体は、安全保障学においても紛争解決学においても近

年注目を集めている国家建設の事業において不可欠の役割を担っているという事実からも、双

方の研究分野間の橋渡しを行い得る存在であるといえる。例えば、各地域の紛争解決のため地

方政府に取り込まれる地域コミュニティ、国家建設のための重要な活動として行なわれる武装

解除や地雷除去を支援する NGO や企業、治安部門改革を支援する民間軍事会社など、国家建

設支援者としての多様な非国家主体が現地で活動している１）。しかし近年、国際秩序維持を担

う機構としての国家の制度構築を優先するあまり、大衆から見て正当性の欠如した国家建設が

進められていることに批判が向けられている２）。欧米的な規範の押し付けだとの批判がある「自

由主義的平和構築」の是非が問われていることに鑑みて、国家の正当性をどう構築するかとい

う問題は、国際秩序の維持を担うことのできる安定した主権国家の再建に関心がある安全保障

学にとっても、また治安の回復という短期目標と復興・開発の進展という長期目標の両立を模

索する紛争解決学にとっても、最も重要な関心事の一つであろう。そして、こうした国家の正

当性構築のために、様々な非国家主体をどう国家建設に関与させるかが喫緊の課題となってい

る。

　本稿の構成は以下のようになっている。まず続く第１節では、本稿が使用している非国家主

体の定義について簡潔に説明する。第２節では、国際関係論全般において非国家主体に対する

関心が高まった70年代以降の非国家主体研究の系譜と、冷戦後の変化（①国家の役割の再評価、

②規範への関心の高まり）を概観する。第３節では、そうした国際関係論全般における非国家

主体研究の変化が安全保障学にどう反映されているのかを、安全保障概念の変化の中に見てい

く。そして、その変化が現在国際秩序の維持にとって最も重要な活動と見なされている国家建

設の中でどのように具現化され、どのような問題に直面しているかを見る。さらに、国家建設

の一環として行われる武装非国家主体への対処が上記の変化からどんな影響を受けているかを、

アフガニスタンとイラクを事例に見ていく。第４節では、紛争解決学における武装非国家主体

へのアプローチの仕方について述べた上で、その強みと限界について述べる。最後に、武装非

国家主体研究を通して、安全保障学と紛争解決学がどのように相互補完的な関係を構築できる

のか、その可能性について私見を述べる。
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１．非国家主体の定義

　非国家主体も、非政府組織（non-governmental organization: NGO）と同様、定義が困難な

概念であり、論者によって異なる定義が使われる。遠藤は、非「国家」と非「政府」を分けた

上で、以下のような分類表を作成している３）。

　ここでの「国家」か否かの区別は、主権国家としての国際社会からの承認の有無を意味

し、他方、「政府」か否かの区別は、一定の領域の実効支配の有無を意味している。したがっ

て、この場合の非国家主体には、国連や EU のような国際機構や地方自治体などの「公的組織」

も含まれることになる。また、この分類では、崩壊国家も、各国政府の拠出金が予算の約85%

を占める赤十字国際委員会（ICRC）も、予算の約９割が民間からの寄付金で成り立っている

国境なき医師団（MSF）やワールド・ビジョンなども全て「非『政府』組織（NGO）」に含ま

れることになる。本稿では、次頁の図のようにさらに公的組織と民間組織に分けた上で、民間

組織の中でも、とりわけ武装した非国家主体を分析の対象としている（線で囲まれているアク

ターが広義の非国家主体）。それは、安全保障学と紛争解決学が関心の中心に置いているのが、

武力の行使または行使の威嚇を組織の目標達成のための重要な手段として使っている武装非国

家主体だからである。次節では、国際関係論全般で扱われてきた様々な非国家主体に言及する

が、安全保障学と紛争解決学の接点を探る本稿の本論部分では、武装非国家主体――とりわけ

イラクやアフガニスタンなどで国家建設の障害となっている反政府武装勢力やテロ組織――を

分析の対象としている。ちなみに「NGO」は、主たる資金源が寄付金である非武装の民間団

体のみを NGO と表記することにする。

「国家」 非「国家」

「政府」 （A）主権国家 （B）事実上の国家

非「政府」 （C）崩壊国家 （D）非国家主体

　　　　　　　　　主権国家
　公的組織
　　　　　　　　　政府間国際組織（国連、EU、IMF など）、地方自治体

　　　　　　　　　企業、非政府組織（NGO）、地域共同体（民族、地縁・血縁、宗教など）
　民間組織
　　　　　　　　　 反政府武装勢力、テロ・海賊・麻薬密売などの越境犯罪組織、民間軍事 

会社など（＝武装非国家主体）
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２．国際関係論における非国家主体研究――関心の高まりと冷戦後の変化

　この節では、国際関係論における非国家主体研究の系譜を概観し、冷戦後に変化した非国

家主体研究の特徴について述べる。安全保障の文脈において語られる非国家主体は、反乱武装

勢力（民兵）、犯罪組織、企業、NGO など、対象範囲が比較的限定されているのとは対照的に、

国際関係論全般においては、研究対象となってきた非国家主体の種類は多岐にわたる。NGO

や国際的な企業の他には、共産党のように国際的な活動を行う政党、カトリック教会、専門家

のネットワークであるいわゆる「知識共同体（epistemic community）」、シンクタンク、財団、

犯罪組織、労働組合、ユダヤ人のような国外離散者（ディアスポラ）の組織、さらにはイスラ

ム運動に代表的な国境を越える宗教運動など、非常に多彩な非国家主体が研究対象として取り

上げられてきた４）。

　このような非国家主体に対する関心が冷戦期に最初に高まったのは、70年代に国際政治学に

おいて国際的相互依存論が脚光を浴びた時であった５）。国境を越える経済活動が質・量両面に

おいて急激に増大し、さらに地球環境問題や資源・エネルギー問題など国単位では解決の困難

な問題群が噴出して、主権国家とそれを前提とした国際システムの問題解決能力に対する懸念

が強まっていたことが背景としてあった。とりわけ途上国で活動する多国籍企業の役割は大き

な焦点となり、途上国の経済成長を促すものとして見る近代化論と、途上国の成長を妨げある

いは歪めるものとして見る従属論との間で長らく論争が行われてきた６）。こうした70年代にお

ける非国家主体についての議論では、国家の活動と非国家主体の活動は相互に対立しあうもの、

あるいはそれぞれ別個の論理で行われるものとして描かれる傾向が強く、両者の間の協力や相

互補完的な関係など相互作用の視点からの分析は乏しかった７）。また、個々の非国家主体が持

つ影響力に着目するあまり、国際構造と国内構造が非国家主体の行動に与える制約についても

詳細には分析されなかった（“agent-structure problem”）８）。

　しかしながら、70年代以降の非国家主体についての研究に見られたこうした問題点は、冷戦

終結後に意欲的に取り組まれてきた。それはまず一つには、冷戦後は内戦が国際紛争の主流形

態となり、紛争の当事者である反乱武装勢力やテロ組織といった武装非国家主体が、国際安全

保障の焦点になったからであった。他方、紛争解決に取り組む側にとっても、紛争後または紛

争中の地域において国家と非国家主体が平和の回復のために協力・連携する必要性が高まった

からであった。

　また、70年代から多くの事例研究が積み重ねられた結果、非国家主体の重要性が認められ

るようになったことは事実であるとしても、非国家主体のみに焦点を当てて分析するのではな

く、あくまで国家との相互作用の中で活動を分析することの必要性が認識されるようになっ

た。それは、非国家主体の影響を効果的なものにする上で、国家は依然として中心的な役割を
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果たす存在であるという共通認識が改めて広がってきたからであった９）。70年代に行われた多

国籍企業についての研究に対しても、活動を行う現地国の環境との相互作用よりも、企業の側

が現地国にもたらす影響の方により大きな重点が置かれていたため、その実証性に対して次第

に批判が向けられるようになった10）。そこでは、90年代初頭に論じられた「政府なきガバナン

ス（governance without government）」11）よりも、むしろ国家をハブとして中心に据え、その

周りに多様なアクターが集う「政府を中心に据えたガバナンス」というイメージで国際関係を

とらえる分析枠組が提示されていると言うこともできるだろう。

　このように、非国家主体がもたらすことのできる影響を一方通行的に分析しても限界があり、

その影響を受ける側の紛争地域・国の内部の政治的・経済的・社会的・文化的構造も説明変数

に加えなくてはならないという議論が増えた。例えばリッセカッペンは、地球温暖化問題で知

識共同体の影響の度合いが日本や EU 諸国では大きかったが、米国ではそれほどでもなかった

のはなぜか、また NGO などが普及しようとする民主主義や人権の浸透度が国によって異なる

のはなぜか、同様に80年代の国際的な平和運動の影響が米国とドイツとフランスとでは全く異

なる理由はなぜかなど、事例に基づきながら問題提起を行い、非国家主体が政策の変更をもた

らすのに成功した場合の国際的・国内的条件と因果関係を明らかにしなくてはならないと論じ

た12）。またカッツェンスタインと辻中は、米国の自動車産業が日本国内で取る政治戦略・戦術

と日本のエレクトロニクス産業が米国内で取る政治戦略・戦術を比較した上で、いかに国内の

構造が企業の行動に影響を及ぼすかを実証的に検証している13）。ダラコウラは国境を越えるイ

スラム運動を事例として取り上げ、イデオロギー上の連帯や財政的な支援は国境を越えるとは

いえ、実際の活動は国家の政治的境界内に限定されたものであり、活動の特徴も各々の国の政

治的・社会的・経済的文脈によって左右されるものであったと述べている14）。

　冷戦後の非国家主体研究における第二の変化として、70年代の非国家主体の議論は、国家中

心のリアリスト的な安全保障論への疑問、経済活動のグローバル化とそれに伴う国境を越えた

問題群（環境問題やエネルギー問題など）の登場といった、問題の物質主義的（materialistic）

な側面を問うものが多かったのに対し、冷戦後の非国家主体の議論は、公的アクターと民間ア

クターの協力に基づくグローバル・ガバナンスの模索と、その実現に不可欠である価値やアイ

デンティティの共有といった、問題の概念的（ideational）・規範的（normative）な側面にも

関心が高まったことが指摘できるだろう15）。これには冷戦が終結して「平和の配当」を求める

機運が盛り上がっていたことが背景にあり、物質的利害だけではなく、概念・規範も同様に国

際的な課題設定の要因になり得ることが強調された16）。以下でそうした変化を分析しているい

くつかの事例研究を見ていく。

　ストーンは、国家や国際組織など「公式の（hard）」権威がグローバルな秩序の要求に応え

られない場合、非国家主体のネットワークや制度形成（プライベート・レジーム）による「ソ
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フトな」権威が高まると述べている17）。紛争（後）国家では現地のソフトな権威はほぼ存在し

ないか、あっても全く機能していない場合が多く、公的な権威以外に選択肢はないというのが

現実であろうが、そのぶん外部から支援のために介入する非国家主体の現地に対する影響力は

強まるとも言える。そうした文脈の中で、国際規範の定義と世界への拡散に非国家主体が果

たし得る役割により強い関心が集まっていると言えるだろう18）。したがって研究対象としては、

南アフリカのアパルトヘイト政策に圧力をかけるよう米国政府の外交政策に大きな影響を及ぼ

した人権 NGO や、海外で侵害されている知的所有権に対して行動を起こすよう米国政府に働

きかけた NGO など、国際的に一定の普遍性を認められた規範を活動の正当性の拠り所として

いる非国家主体がクローズアップされた19）。

　ジョセリンは90年代における労働組合の活動を事例として取り上げ、かつての労働運動が国

内市場の自由化から既得権益を守るために大がかりな政治的動員を行う組織であったのに対し

て、90年代の労働組合は NGO など価値やライフスタイルの多様化を支持する新しい社会運動

と積極的に連携し、自分たちの活動を普遍的原則に関連づけようとする戦略的な組織に転換し

ようとするものに変化したことを指摘している20）。また、国境を越えて活動する犯罪組織まで

もが、政治的な目的を持って活動するテロ・反政府武装勢力と密接につながっていて、両者の

区別が事実上困難であることが指摘されている21）。チェチェン、コソボや南米諸国でそうした

つながりが見られている。このような犯罪組織は規範とのつながりを利用することで、資金面

と心情面において協力を戦略的に取り付ける狙いを持っている。

　以上のような冷戦後の事例研究の性格から明らかなように、明示的・戦略的に規範を推進す

る非国家主体の役割と影響力に対する関心が高まっている。そしてこうした非国家主体の地球

規模の動態が、冷戦後に飛躍的に発達した情報通信技術によって加速されていることもジョセ

リンとウォレスによって指摘されている22）。非国家主体に対する着目自体は決して新しいもの

ではないが、冷戦後の研究は、70年代以降の冷戦期の研究と比べて、国家の役割の再評価と主

体のさらなる多様化、および概念・規範・知識が現実に変化をもたらす力への注目という点で

質・量ともに顕著な発展を見せていると言えるだろう。

　国際関係論の非国家主体研究に見られる冷戦後の変化（①国家の役割の再評価、②規範への

関心の高まり）は、国際関係論の一分野である安全保障学にも反映されている。次節では、安

全保障学における武装非国家主体の議論について述べる。

３．安全保障学と武装非国家主体

（１）安全保障概念の変化

　第二次世界大戦終結から現在に至るまで、安全保障概念の内容は大きく拡大してきた。冷戦
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初期においては、安全保障と言えば国家安全保障のことであるのがほぼ自明であった。その安

全保障論の射程は、1970年代の石油ショックを契機に拡大し、エネルギー供給や自由貿易の脆

弱性など非軍事的な分野も安全保障問題として論じられるようになった（経済安全保障）。日

本では、食料安全保障や大規模災害対策も含んだ「総合安全保障」という言葉が当時使われた。

1980年代には、主として先進国において公害問題が深刻化し、また86年のチェルノブイリ原子

力発電所の放射能漏れ事故を受け、環境破壊・汚染が個人や国家の生存に影響を及ぼすとする

議論が登場し、環境問題を安全保障問題として議論する動きが現れた（環境安全保障）。そし

て、1989年に冷戦終結宣言がなされ、その２年後にソ連が崩壊すると、米ソの支援によって押

さえつけられていた一部の民族対立が表面化し、これが内戦の勃発や激化につながった。90年

代、国際社会は旧ユーゴスラビア、ソマリア、ルワンダなどで民族浄化や難民の大量発生とい

う現実に直面することとなった。そうした背景から、国内紛争がもたらす恐怖と欠乏から個々

の人間を守る「人間の安全保障」概念が生まれた。

　しかしながら、安全保障学の分野では、こうした安全保障概念の拡大に対して批判的・慎重

な見方もあった。安全保障の対象をそれ以上小さく分割できない「人間」という単位にまで広

げると、安全保障と社会保障の違いが曖昧になり、かえって従来の安全保障問題の解決が難し

くなってしまうという見方や、安全保障が「政治的に望ましいと思われるすべての事柄の単な

る総称にすぎなくなる」との懸念もあった23）。また、国家と個人の安全は二重写しに捉えなく

てはならないとはいえ、安全保障の論理が異なる以上、「過度に統一的に扱おうとするといず

れの安全も損なう」おそれがあるとの見方もあった24）。

　また、人間の安全保障概念が登場した当初、発展途上国の立場からも内政干渉に対する懸念

が表明されていた。その後国連での長い議論を経て、人間の安全保障は国家に対する懲罰的な

意味をもつ概念ではなく、むしろ国家主権と併存可能な関係にある（「人間の安全保障は国家

安全保障を代替するものではない」）との共通了解が確認された25）。人間の安全保障概念に内

政不干渉原則を相対化する期待が込められていることは確かであるとはいえ、安全保障に最大

の責任と能力を有する主体は、依然として主権国家であるとの認識が共有された。それは、内

戦下での人道・人権原則の遵守、政治的・経済的・社会的不平等（構造的暴力）の是正などの

規範を包括する人間の安全保障が、国家の能力と関与なしには実現が困難であるという認識が

あるからであった。この点は、前節で見た国際関係論の非国家主体研究における国家の役割の

再評価と、規範への関心の高まりという冷戦後の変化と通底するものであると言える。

　しかし、この国家主権と規範の関係を、対立的あるいはいくぶん消極的な共存関係として捉

えるのではなく、積極的に国家主権と規範を関連づける議論も出されている。すなわち、国家

主権と人道・人権規範は両立可能であると述べるにとどまらず、むしろ規範が国家主権を成り

立たせる重要な要素となり、規範に基づいて国家建設を行うほうが国家の安定にも国際社会全
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体の安定にもつながりやすいという認識である26）。篠田は、「法の支配」を提唱してきた英米

政治思想の立憲主義が、現代では平和・人道主義に基づいた人権規範という新しい意味を帯び、

それが政治共同体としての主権国家をますます安定的なものにしていると論じている27）。国際

秩序を脅かす冷戦後の新たな脅威として、大量破壊兵器、テロ、人権の蹂躙を加えた安全保障

学にとっても、国家および国際の安全保障のために行われる軍事力の行使に対して、人道・人

権規範をどのように関連付けるかが非常に重要な問題となっている28）。こうした規範と主権国

家の安定性を積極的に関連付ける議論は、ブッシュ（子）政権の「法の遵守か安全確保か」と

いう二者択一の思考を批判して、法規範を守ることが自国の安全保障につながると考えるオバ

マ政権の原則と強い親和性を持っていた29）。

　次項では国家の役割と規範の重要性の認識が、現在アフガニスタンとイラクで行われている

国家建設にどのように反映されているのか、また国家建設がどのような限界に直面しているの

かを見ていく。

（２）国家建設という難題――アフガニスタンとイラクの情勢を踏まえて 

　2001年９月11日の米同時多発テロ事件によって、敵性国家という「固定型脅威」ではなく、

国際テロリズムという「モバイル型脅威」が安全保障問題の前面へと現れた30）。冷戦終結直

後の90年代においては、ソ連の脅威に代わるものとして、米国は大量破壊兵器の開発・保有

を目指す「ならず者国家（rogue states）」、具体的には北朝鮮とイラクを脅威と見なし、中東

とアジアの二正面において二つの敵に同時に勝利できる軍事力の整備を目標としていた31）。こ

の当時は、国際秩序を構築する主体もそれに従う主体も主権国家が想定されてきた。90年代

初期には、武装非国家主体が関わるゲリラ戦争や内乱などを含む「低強度紛争（low intensity 

conflict: LIC）」が米政権によって議論されたが、国家安全保障政策にとっての最優先すべき深

刻な脅威として位置付けられることはなかった32）。しかし同時多発テロ事件を契機として、武

装非国家主体も（強制力によってであれ説得や合意によってであれ）国際秩序に従う意思をと

りつけなくてはならない主体に含まれることになった33）。とりわけ、9.11後に国際社会の広範

な支持を受けて始まったアフガニスタン戦争と、米英中心の有志連合によって国連決議なしに

2003年に始まったイラク戦争での戦闘のあと、米英による占領統治を初期段階から躓かせた最

大の要因が、両国内における反乱軍やテロ組織などの武装非国家主体による襲撃やテロの活発

化であった。特にイラクでは、次第に占領軍による統治が泥沼化し、治安の悪化に歯止めがか

からない状況に陥ってしまった。米軍を主体とする占領軍は、イラク社会と国内にいる様々な

集団および集団間関係についてほとんど何も知らなかったと批判された。結果的に信用すべき

イラク人の選択を誤り、旧フセイン政権とつながりのある者はことごとく排除された34）。この

占領行政の初期段階における躓きがその後の統治に大きな支障をもたらしたことは、多くの文
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献で指摘されているところである35）。

　こうした戦後の国家再建は、アフガニスタンのような破綻国家が再び国際テロリズムの拠点

とならないよう、十分な統治能力を持つ政府の樹立を支援することを目的としており、国際秩

序の維持を目指す安全保障学にとって重要なテーマとなっている。また、イラク戦争によって

政権交代が起こったイラクにおいても、米国主導のもと統治能力を持つ政府機構の建て直しが

進められている。この国家建設は、暴力装置の独占と徴税制度の一元化を国家の理想的な状態

とするウエーバー的国家観に立脚すると同時に、人権・人道、民主的統治、法の支配や腐敗

防止を含むグッドガバナンスなどの規範を過程に組み込んだものになっている。国家建設のた

めの代表的な活動が、「国家の中枢に位置する治安維持を担うさまざまな組織（例えば、軍隊、

警察、司法制度等）の実務能力の向上や民主的な組織への体質改善を目指して行われる種々の

改革」と定義される治安部門改革（security sector reform、以下 SSR）である36）。これは、冷

戦期にベトナムなどで行われた軍事支援や警察の治安維持能力の強化のみを目的とするのでは

なく、人権、法の支配、人間の安全保障などの諸価値に基づいた治安部門の体質改善や監視

制度の強化をも目指す改革である。このように、国家建設のための個々の活動の中においても、

規範と安定的な国家の積極的なつながりが前提とされている。

　しかしながら近年、こうした欧米の価値観に基づいて行われる、いわゆる「自由主義的国家

建設」に疑問が呈されるようになっている。グッドガバナンスなどの規範をトップダウンで押

し付けるせいでかえって国民の分断状況が進んでしまっているとの指摘や、ナショナルエリー

トや外部アクターの意向ばかりを優先して、一般の人々の生活を改善できていないなどの批判

がある37）。そこで問われているのは、国家建設の中で所与のものとして前提されている種々の

規範が、誰のための規範なのかという問題である。誰の立場から見て規範が正当性を備えた内

容になっていると判断できるのか、という争点が現れているとも言える。武内は、「国家に正

当性がなければ統治が不安定化し、平和構築を阻害するというところまでは合意があるとして

も、国家の正当性とは何か、その程度をどう測るのか、という点についての合意は全く確立し

ていない」と述べている38）。実務能力の向上と規範に沿った組織の体質改善を両輪とする SSR

も、多くのケースにおいて現地国の低い意欲や腐敗や治安情勢の悪化などのせいで行き詰まり

を見せており、成功例は非常に限られているとする議論も見られる39）。

　こうした国家建設の正当性をめぐる論争が起こっていた頃、アフガニスタンやイラクでの武

装非国家主体への対処の仕方にも変化が見られていた。それはとりわけイラクにおいて占領統

治が行き詰っていた中で、テロリストや反乱軍に対する掃討作戦が戦略の変更を余儀なくされ

ていたためであった。国家建設の成否が武装非国家主体の掃討と治安部門への取り込みに大き

くかかっていることに鑑みても、安全保障学の立場から新たな試みが出てきたのは自然なこと

であった。次項では、再びアフガニスタンとイラクの事例から、武装非国家主体への対応の変
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化とその問題点について見ていく。

（３）安全保障学の視点から見た武装非国家主体対策――「効率性」という罠

　2003年にイラク戦争が始まってからまもなくして、米政府が戦前に持っていたイラク戦後統

治の見通しが非現実的であることが明らかとなった。圧倒的な軍事力で短期間に戦闘を終結さ

せ、戦闘終結後は現地の有力者の下で新しい国家の治安部門が機能すると期待していたラムズ

フェルド国防長官の当ては外れ、それに代わる国家建設戦略もないまま、国内の治安悪化に歯

止めをかけることが全くできずにいた。そうした治安の悪化の最大の要因が、武装非国家主体

による攻撃であった。こうしたイラクの悪化する治安状況を受け、2006年２月に米国の国防総

省が発表した「四年ごとの国防戦略見直し」（Quadrennial Defense Review: QDR）では、武

装非国家主体と戦う「不正規戦」が最大の焦点となった。武装非国家主体に勝利するため、柔

軟に対応できる特殊部隊の増強や無人航空機・車両の導入、軍の展開地域の言語や文化につい

ての知識の向上などが盛り込まれていた40）。

　同年、こうした国防総省の動きと呼応して米陸軍は戦略の大幅な見直し始め、武装非国家主

体に対する新たな対処法の指針となる『Field Manual 3-24：対反乱作戦（counterinsurgency: 

COIN）』（以下 FM3-24）を出版した。この FM3-24は、ベトナム戦争以来初となる対反乱作戦

についての軍事ドクトリンとして注目を浴びた。対反乱作戦とは、「反乱を撲滅し、核心とな

る不満に向けられた包括的な民事上及び軍事上の諸活動」と米統合参謀本部によって定義さ

れているもので、単に反乱軍を鎮圧するだけでなく、民衆の不満を解決することが新たな任

務として追加された作戦のことである41）。従来の軍事ドクトリンと異なるところは、ブッシュ

政権のイラク政策に対して批判的な国防総省内部および外部の人権団体・学者・ジャーナリ

ストなどの識者たちとの協議を経て内容が修正されたことであった42）。その内容は、対反乱作

戦の本質である紛争の政治的・社会的側面を考慮に入れたものであり、「住民本位（population-

centered）」の対反乱作戦を実行すべきことを述べている43）。すなわちそれは、「認識の戦い」

（“Insurgent warfare is largely about perceptions.”）であり、人心を掌握して政府の正当性を

高め、反乱軍の支持基盤を切り崩さない限り、勝利することはできない戦いであると述べられ

ている44）。占領軍の軍事ドクトリンの目指すものが「衝撃と畏怖（shock and awe）」から「人

心掌握（hearts and minds）」へと変化したのである45）。自由主義的な国家建設の正当性が一

般住民の目線から見て疑問視されつつあったため、対武装非国家主体作戦の中で住民からの支

持を取り戻そうとする動きが受け容れられやすい状況にあったと見ることができる。

　また、FM3-24は米地上軍の大規模な展開を前提としており、可能な限りイラクからの早期

撤退を目指していたブッシュ政権が明確に方針を転換したことがわかる。実際にこの新しい

FM が出版された１ヶ月後の2007年１月、ブッシュ大統領は新しいイラク戦略として、さらに
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２万人の米地上軍の「増派（surge）」を発表するに至った46）。ここにおいて、ベトナム戦争以来、

脇に追いやられていた対反乱作戦が、イラクにおいて戦略の中心的な関心へと引き戻されたこ

とが明確になった。

　この人心掌握を重視した対反乱作戦は、2007年２月にイラクの多国籍軍（MNF-I）の最高司

令官に任命されたデイヴィッド・ペトレイアスの指揮下で、治安の改善に一定の成功を収めた。

前年と比べて、2007年の米兵の戦死者数も民間人の推定死者数も大きく減少していた47）。アフ

ガニスタンとイラクでラムズフェルド国防長官が推進してきた、より少ない投入兵力による迅

速な軍事作戦（「より少なく、より速く」）が修正され、現地住民との良好な関係を築くための

非軍事的作戦（電気・水道などの基本サービスの提供、経済復興、社会・政治制度の構築な

ど）も含む対反乱作戦が行われていった48）。反乱軍と一般の住民を分断し、治安の安定を取り

戻した地域を徐々に拡大していくことを目的とするこの作戦は、現地住民の基本的なニーズを

理解・尊重し、時間をかけて信頼関係を構築していくための忍耐を要する作戦であった。

　しかしながらこの対反乱作戦は、のちに軍事的な観点からも、また財政面における持続可

能性の観点からも、批判にさらされるようになった。ブッシュ政権末期に FM3-24で示された

住民本位の対反乱作戦は、オバマ政権の下では時間と人員のコストがかかりすぎると考えられ、

アフガニスタンでは、より小規模で低コストの殺害／拘束作戦（Kill/Capture Operation）へ

と変化していった。この殺害／拘束作戦は、夜間の急襲などによって反乱武装勢力のメンバー

を個別に拘束・殺害する軍事作戦のことで、多くの住民が巻き添えになって米軍に対する反発

を強める原因になっている49）。また、軍事的な観点からも、対反乱作戦の重視が通常戦という

軍隊の本来任務の能力を低下させてしまったという批判も米軍内部からなされ、結局揺り戻し

が起こっている50）。絶えず効率性が要求される軍事活動の中においては、軍隊の本来任務とは

異なる対反乱作戦のような非正規戦の持続性が、たびたび疑問にさらされることは避けられな

い。国家建設を進める上で、反乱軍・テロ組織と一般住民の分断は不可欠であるものの、軍

事的な効率性を重視すればするほどそれは困難になっていく。ラムズボサム他は、こうした状

況を「介入者の安全確保と当事国の人々の「心を勝ち取る」というつじつまの合わない優先事

項を組み合わせ」た結果、「長期的紛争解決目標が短期的安全保障と緊急の要件のため犠牲に

されている」と描写している51）。安全保障の観点から効果的だと判断される武装非国家主体の

隔離・排除・制圧のための作戦は、現地固有の条件下に置かれた住民たちの複雑なニーズを単

純化し、かえって人心掌握を難しくしてしまっている。例えば、女性による家族以外の男性と

の接触がタブーとされるアフガニスタン社会において、殺害／拘束作戦の際に米軍兵士による

家庭内の女性への尋問が深刻な文化的摩擦を引き起こしている状況においても、その対処策と

して特殊部隊の中に女性部隊を配属するなどは、手っ取り早く実現できるものの人心掌握とい

う観点からは効果が疑わしい方法の典型的な例であるように思われる52）。また、アフガニスタ
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ンやイラクやシリアで起こるテロへの対策として、国際法の観点から武装非国家主体に対する

自衛権の行使や予防的先制攻撃の是非が論じられているものの、これによって生じる民間人の

犠牲（付随的損害）がかえってテロ対策の有効性と正当性を低下させかねないことにも懸念が

示されている53）。しかし、武装非国家主体の隔離・排除・制圧が作戦の効率性を追求すること

で、かえって現地住民の反発を買ってしまうという効率性の罠から抜け出すことは容易ではな

い。規範が国際秩序の安定に資する国家の建設に不可欠だと認識していたとしても、その規範

を実現するために力の裏付けを確保しようとしがちなリアリズム的安全保障論が直面している

のは、対反乱作戦で掲げられた人心掌握という理念と現実のギャップの更なる拡大であった。

４．紛争解決学と武装非国家主体

（１）紛争解決学の視点から見た武装非国家主体――「人間のニーズ」という窓

　前節まで見てきた通り、国際関係論の非国家主体研究において、規範が秩序や安定にもたら

す影響力が再認識されるようになり、安全保障学においても国家建設（とそのために不可欠な

武装非国家主体への対処）の分析の中に人道・人権規範、民主的統治など自由主義的な規範が

反映されてきた。しかし、国際秩序の安定を担う国家（政府）の役割が優先されるあまり、そ

うした規範の具体的な中身が住民の視点からは正当性の欠けるものになってしまい、結果的に

紛争の根本原因である現地住民の不満と、その不満を活力源とする武装非国家主体の攻撃を抑

えることができずにいる。また国家建設においては、現地国政府の意向を尊重し、現地国政府

が主体的に取り組むべきとする「ローカル・オーナーシップ」の理念が謳われることが多いが、

具体的に何をもってローカル・オーナーシップが向上したと判断するのかは曖昧で、「会議に

現地政府職員を呼びつけたりする回数の頻度で、オーナーシップ尊重の度合いを示すかのよう

な方法がとられている」場合もある54）。この場合の「ローカル」という言葉の中では、一般住

民のニーズの意味は希薄である。国家建設が大きな壁にぶつかっている現状に対して、紛争解

決学の最も大きな貢献は、自由主義的な規範の内容を現地住民のニーズの視点から見直すこと

を要請している点だろう。top-down で導入された規範を bottom-up の観点から修正すること

を求めているとも言える。

　冷戦期、国際関係学や戦略論の分野では、民族などの共同体間の「非国家間戦争」にほと

んど注意が払われなかった。一方、紛争研究の分野ではこうした紛争は「根深い紛争（deep-

rooted conflict）」、「扱いにくい紛争（intractable conflict）」、「長期的社会紛争（protracted 

social conflict: PSC）」などと称され、研究の主要な焦点となってきた55）。紛争解決学は、こう

した武装非国家主体を行為主体に含む紛争に忍耐強く向き合ってきた。そこでは、妥協がほぼ

不可能な武装非国家主体の一般住民からの切り離しは同様に重要な課題ではあるものの、紛争
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解決学は紛争の根本要因とそれを醸成してきた現地固有の土壌を除去・修正することを主たる

目的としてきた。またそのためのアプローチも、武装非国家主体の隔離・排除・制圧だけでな

く、「グループの断固とした明らかに妥協なき政治目的の達成には、暴力の永続や再開よりも

非暴力的政治が最も適していると、打ち負かされていないグループを説得する」ことによって、

武装非国家主体（またはその一部）の取り込み（包摂）を図ることも含んでいる56）。紛争解決

学がそうしたアプローチを採るのは、たとえ武装非国家主体の強硬派に説得が通じなかったと

しても、そうしたアプローチが結果的には武装非国家主体内部の分裂や一部の構成員の離反を

促し、住民の武装非国家主体への支持を低下させ、短期的な観点から効率性と力を裏付けにし

た排除戦略よりも、長期的な視点からより効果的に紛争解決に資することができるとの考えが

あるからであろう。安全保障学では、いかに武装非国家主体の脅威を封じ込め、管理可能なレ

ベルに抑えておけるかという問題意識に立って、武装非国家主体の隔離・排除・制圧の手法に

重点を置いた分析を行う。しかし、多くの紛争事例からわかるのは、紛争解決学が重視する説

得や和解を通した包摂の試みが伴わなければ、安全保障学が目指す武装非国家主体の封じ込め

や管理は、結果的に困難である可能性が高いということである57）。ラムズボサム他の言葉を借

りるなら、「テロリストを排除するのではなく、テロリズムを排除すること」が目的であり、「テ

ロ手段を使用する人々と交渉しないのは正しいことだが、テロリスト戦術を使ったことがある

人々を政治的手段に移行誘導するためのドアは開いておかなければならない」58）。限りある利

益をゼロ・サム的にとらえる安全保障学のリアリスト的アプローチとは対照的に、紛争解決学

は、個々の人間のアイデンティティや生存などの基本的なニーズをポジティブ・サム的な関係

（一方のニーズが満たされれば、他方のニーズも満たされる）として動態的にとらえているこ

とがその背景にある59）。武装非国家主体がもたらす脅威を「顔の見えない（faceless）」脅威と

して排除の対象とするのではなく、それらが持つ人間としての複雑なニーズの中身をより深く

掘り下げ和解につなげることで、双方にとってより受け入れ可能な解決策を紛争解決学は目指

そうとしているとも言える。

　では実際の安全保障に関わる問題において、「人間のニーズ」に着目する紛争解決学の知見

が大きな貢献をした紛争事例にはどのようなものがあるのだろうか。例えば、1969年にカト

リック系住民とプロテスタント系住民の間で始まった北アイルランド紛争への対応がその一例

である。プロテスタントが多数派を占める地域が1922年に英国から独立して以来、アイルラン

ドは南北に分裂し、現在に至る。英国にとどまった北アイルランドでは、英国との連合維持

を望むプロテスタントが53% を占めるのに対し、アイルランドとの統合を目指すカトリックが

44% を占めている。不正な選挙制度、就職における差別、劣悪な住宅状態などによって差別さ

れてきた少数派のカトリック系住民たちが起こした抗議運動が発端となり、武力闘争に発展し 

た60）。双方の武装勢力の武装解除をめぐる対立や、和平協定に反対するカトリック側のアイル
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ランド共和軍（IRA）の分派が起こした爆破事件などにより、交渉はたびたび危機に陥ったも

のの、1998年４月に北アイルランドの将来の帰属を住民の自由意思により決定することを決め

た最終合意が実現した。その後紆余曲折はあったものの、2005年には双方の強硬派の武装解除

が進展し、2007年には IRA の政治組織であるシン・フェイン党が長年敵視してきた北アイル

ランド警察を承認したことで、和解が一気に進んだ。自治権を拡大した北アイルランド自治政

府は、カトリックとプロテスタント双方の協力・和解に基づき政権を運営している61）。

　この和解と安定に至るまでの交渉プロセスにおいて、政治指導者レベルの交渉と草の根の住

民レベルの活動が密接にリンクしていたことが指摘されている。とりわけ南北アイルランド人

の日常生活と強いつながりを持つ教会が率先して、教区の壁を取り払って就職や居住におけ

る不正に最も苦しんできた労働者階級とともに暮らし、紛争の根源的な要因である現地住民の

ニーズの欠如を主観的に理解できるよう取り組んできたこと、さらにはカトリックとプロテス

タント双方の住民の中で、IRA やプロテスタント強硬派の武装非国家主体によるテロで息子

や夫を殺された女性たちが一堂に集まり、復讐が何ももたらさないことをお互いに確認し合う

場を設けてきたこと、それが結果的に双方の武装非国家主体への支持を低下させていったこと、

などが最終的な和平合意に至る重要な要因になったとされている62）。

　敵対する二つの武装非国家主体が両立不可能な目標を掲げている状況において、もし一方が

他方を排除または武力で鎮圧し管理下に置くことで解決しようとすれば、双方の人間としての

ニーズの欠如（政治的・経済的な格差、宗教や文化に基づくアイデンティティを脅かされるこ

とへの不安など）を主観レベルで理解する機会は失われ、不満は滞留・増幅し紛争の再発へと

つながる可能性が高まる。英国との連合維持か、アイルランドとの統合かをめぐって争ってき

た北アイルランドは相互のニーズ理解と和解のための活動を積み重ね、最終的に自治政府の権

限拡大と二つの国籍取得を可能にすることによって、双方が受け入られる形で目標の両立を実

現させた。敵対する相手に対する主観的な見方を変化させることで、それまで固執し続けてき

た目標が「関係を破綻させるほどの重要な問題ではない」と思える地点までもっていくことを、

ガルトゥングは「紛争の転換（transcend）」と呼んだ63）。北アイルランド紛争の当事者たちは、

意識的に双方の人間としてのニーズを理解させる取り組みを制度化し、長年にわたり忍耐強く

その取り組みを続けることによって、この「紛争の転換」を可能にしたといえよう。

　この北アイルランド紛争における対テロ政策のように、紛争解決学が重視する武装非国家主

体との対話・和解・包摂の取り組みは、現在進められている国家建設のプロセスにも採り入

れることが可能なものである。例えば、アフガニスタンにおける武装解除や SSR を進める際、

安全保障の観点からその成果を客観的な数値で測ったり（回収した武器の数や参加人数など）、

妨害に対抗する強制措置を講じたりすることが必要であることは当然であるとしても、軍閥や

タリバンなど現地の慣習的な武装非国家主体から強制的に武器を回収することでかえって社会
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内部の軋轢を悪化させることもありうる64）。紛争解決の観点から、それぞれの武装非国家主体

の脅威認識を具に検証した上で、力の空白を埋めるべき国軍や警察への武装非国家主体の協力

や信頼の構築も同時並行的に行われなくてはならない。そして、安全保障の観点から否定的に

見る立場があるとしても、中核的な強硬派を除くタリバン構成員との和解が安定のためには必

要不可欠である。実際にアフガニスタンでは、そのような取り組みが行われている65）。紛争解

決学においては、いかに和解を成し遂げるかは長らく重要な研究テーマとして扱われ、これま

で膨大な研究の蓄積が行われてきた。それらは安全保障学が目指すものにも資するであろう。

（２）紛争解決学の紛争観に対する批判

　ただ、安全保障学の観点からして、紛争解決学の武装非国家主体観に対しては多くの批判が

ある。人間のニーズの具体的な中身が漠然としていて、必ずしも明確ではないこと、人間のニー

ズがどのような因果関係に基づき安全の確保へとつながっているのかが必ずしも十分に解明さ

れているとは言えないこと、がその理由である。例えば、安全、価値、アイデンティティなど

の人間のニーズが満たされるのを妨げ、武装非国家主体の行動を助長する要素として、紛争解

決学では構造的暴力という概念がしばしば挙げられる66）。これは、貧困や差別を固定化・正当

化する、一般に不可視で加害者の特定が困難な法、組織、伝統、慣習、文化、価値などの総

称であるが、紛争要因として構造的暴力を挙げる議論が恣意的であるとの批判もある。すなわ

ち、途上国やイスラム世界での武装非国家主体による反乱やテロ行為の分析には構造的暴力の

概念が援用されても、先進諸国における右翼テロや、キリスト教やユダヤ教の原理主義者によ

るテロ行為を構造的暴力の観点から分析しようとする議論はほとんどないという批判である67）。

これは、規範と現実の間の因果関係を実証することの一般的な難しさに起因するもので68）、科

学的な因果関係の解明を目指す研究を蓄積してきた国際関係論や安全保障学の分野からすれば、

紛争解決学は因果関係の科学的な解明に十分に取り組んでいないように映る可能性もある69）。

　国家建設がアフガニスタンやイラクなどで大きな壁にぶつかっている現状に対して、紛争解

決学が「人間のニーズ」という視点に注意を喚起できるのは、効率性の落とし穴を回避するた

めの重要な貢献であろう。軍事活動に伴う限界があったとはいえ、アフガニスタンやイラクに

おける対反乱作戦の一定の成功は、そうした貢献の重要性を示しているように思われる。

　では、安全保障学と紛争解決学の双方が武装非国家主体についての分析を進めていく上で、

どのように相互補完的な関係を構築していけるのであろうか。最後にこの問題について私見を

述べ、締めくくりとしたい。
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結論――棲み分けよりも統合をめざして

　国家主体は武装非国家主体を正当な交渉相手として認めたがらない傾向が強く、仮に交渉

して合意に至ったとしても、その合意を実効性のあるものにできる能力を武装非国家主体が持

つのかどうかは常に問われる70）。しかしたとえ武装非国家主体がその正当性と実効性において

疑わしい点があったとしても、9.11テロ以来、武装非国家主体は国際秩序を攪乱し交渉を台無

しにする存在（spoiler）としては十二分に機能することが明らかになっており、そのまま放置

しておくわけにはいかない。強制的にであれ説得によってであれ、国際秩序の維持に協力して

もらわなくてはならない主体にすでになっている。安全保障学と紛争解決学が分業や棲み分け

によって没交渉の関係に置かれるのではなく、安全保障学が提示する武装非国家主体に対する

「否定と抑制の戦略」（隔離・排除・制圧）と、紛争解決学が提示する「予防と説得の戦略」（対

話・和解・包摂）を適切に組み合わせて、武装非国家主体を封じ込め管理していくと同時に、

国家建設に資する形で取り込んでいく必要がある71）。

　本稿で見てきた通り、国際秩序の維持というマクロの視点から武装非国家主体を分析する安

全保障学も、人間のニーズというミクロの視点から武装非国家主体を分析する紛争解決学も、

目指しているものが違うとはいえ共に武装非国家主体研究の膨大な蓄積を有している。アフガ

ニスタンにおけるタリバンとの和解や、北アイルランドで行われた政治レベルと草の根の住民

レベル双方の対話・和解の取り組みの例のように、安全保障学と紛争解決学双方の知見を相互

補完的に組み合わせ、それを現場の実務家と研究者の間でフィードバックすることで、持続可

能で効果的な武装非国家主体対策へとつながるのではないか。
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